
議第 14号議案 

横浜市会個人情報の保護に関する条例の一部改正  

 横浜市会個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。  

令和８年２月 18日提出 

市会運営委員会  

委員長  藤  代  哲  夫

２



横 浜 市 条 例 （ 番 号 ） 

横 浜 市 会 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

横 浜 市 会 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 条 例 （ 令 和 ５ 年 ２ 月 横 浜 市 条 例 第 ６ 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

第 52 条 第 ２ 項 第 ５ 号 中 「 の 委 託 」 の 次 に 「（ 新 規 の も の で あ っ て 、 一 の 委 託 業

務 で 取 り 扱 う 個 人 情 報 の 本 人 の 数 が 議 長 が 定 め る 人 数 を 超 え る も の そ の 他 個 人 情

報 の 漏 え い 等 が 発 生 し た 場 合 に 個 人 の 権 利 利 益 を 害 す る お そ れ が 大 き い も の と し

て 議 長 が 定 め る も の に 限 る 。）」 を 加 え る 。 

   附  則 

こ の 条 例 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 

 

提  案  理  由 

個 人 情 報 を 取 り 扱 う 事 務 の 委 託 に つ い て 横 浜 市 個 人 情 報 保 護 審 議 会 に 報 告 を 要

す る 範 囲 を 変 更 す る た め 、 横 浜 市 会 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 し

た い の で 提 案 す る 。 

  



 参  考  

   横 浜 市 会 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ） 

                           上 段  改 正 案     
                        （ 下 段  現  行 ）  

（ 審 議 会 へ の 報 告 ） 

第 52 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

２  議 長 は 、 そ の 定 め る と こ ろ に よ り 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号

に 定 め る 事 項 を 審 議 会 に 報 告 す る も の と す る 。 

   （ 第 １ 号 か ら 第 ４ 号 ま で 省 略 ） 

 (5)  個 人 情 報 を 取 り 扱 う 事 務 の 実 施 機 関 （ 市 個 人 情 報 保 護 条 例 第 ２ 条 第 ２ 項 に 

                        （ 新 規 の も の で あ っ て 、 一 
  規 定 す る 実 施 機 関 を い う 。） 以 外 の も の へ の 委 託 
 

  の 委 託 業 務 で 取 り 扱 う 個 人 情 報 の 本 人 の 数 が 議 長 が 定 め る 人 数 を 超 え る も の 
 

  そ の 他 個 人 情 報 の 漏 え い 等 が 発 生 し た 場 合 に 個 人 の 権 利 利 益 を 害 す る お そ れ 
 

  が 大 き い も の と し て 議 長 が 定 め る も の に 限 る 。）  
                         受 託 者 の 名 称 、 委 託 業 務 
 

  の 概 要 、 当 該 個 人 情 報 を 保 護 す る た め の 措 置 等 

   （ 第 ６ 号 、 第 ３ 項 及 び 第 ４ 項 省 略 ） 



３ 
「議第14号議案 横浜市会個人情報の保護に関する条例の一部改正」の 

取扱いに関する運営理事会協議結果 

 

項  目 協 議 結 果（令和８年２月９日 運営理事会） 

１ 議 案 発 送 ２月10日（火）の本会議終了後 

２ 上 程 日 ２月18日（水）の本会議 

３ 提案理由説明 省略 

４ 質 疑 通告に応じ実施 

５ 通 告 期 間 ２月 12日（木）午前９時から 16日（月）正午まで 

６ 委員会付託 

横浜市会会議規則第36条第３項及び市会運営委員会申し

合わせ・確認事項により、委員会付託を省略し、本会議で

即決 

 

 

参  考 

●横浜市会会議規則（抜粋） 

第36条 

３ 委員会が提出した議案については、前２項の規定にかかわらず、委員会に付託しない。

ただし、市会の議決により付託することができる。 

●市会運営委員会申し合わせ・確認事項（抜粋） 

本 会 議 

５ 議員提出議案について 

(1) 常任・運営委員会における発議（請願・陳情に係るものを含む。）に係る審査が終

了したもの及び団長会議等の協議が終了したものは、委員会等の終了後、速やかに提

出することとし、その取扱いについては、原則として、本会議で即決とする。 
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